


　　　 　
　　 　  　(ダイニングキッチンは台所部分を除きます。)

の部分が対象になります。

         ください。

定めがない場合は実際費用を「時価」(税込価格)としてください。

３．その他

居間１０帖

浴室

トイレ

玄関

廊
　
下

洋室4.5帖台所

住宅・食事以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合はその価額を、

(１)
　　　　 

(２)

価額の算出にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室
など居住用の室が対象とし、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など
居住室以外の室、また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めません。

洋間については、３．３平方メートルを２畳の割合で畳数に換算して価額を算出して

［例］

和室６帖

１．食事で支払われる報酬等について
告知額の３分の２以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による

　　食事の供与はないものとして取り扱ってください。　　
２．住宅で支払われる報酬等について

バ
ル
コ
ニ
ー

洗面所
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